
 

△瀬戸 新型インフルエンザ等対策本部条例をここ 公  

△△ 成 月 日 

瀬戸 長△増 岡 錦 也△ 

瀬戸 条例第 号 

瀬戸 新型インフルエンザ等対策本部条例 

△ 趣旨  

第 条 こ 条例 新型インフルエンザ等対策特別措置法 成

法律第 号 以下 法 いう 第 条 い 準用 法第

条 規定 基 瀬戸 新型インフルエンザ等対策本部 法第

条第 項 規定 本 設置さ 同項 町村対策本部をいい

以下 対策本部 いう 関 必要 事項を定  

△ 組織  

第 条 対策本部 長 以下 本部長 いう 対策本部 事務を

総括  

 対策本部 副本部長 以下 副本部長 いう 本部長を補佐

本部長 事故 あ そ 職務を代理  

 対策本部 本部員 以下 本部員 いう 本部長 命を受け

対策本部 事務 従事  

 対策本部 本部長 副本部長及び本部員 ほ 必要 職員を置くこ

 

 前項 職員 本 職員 うち 長 任命  

△ 会議  

第 条 本部長 対策本部 け 情報交換及び連絡調整を円滑 行う

た 必要 応 対策本部 会議 以下こ 条 い 会議 い

う を招集  



 

 本部長 法第 条第 項 規定 基 国 職員そ 他本

職員以外 者を会議 出席さ た 当該出席者 対 意見を求

こ  

務  

第 条 対策本部 務 健 福祉部健 課 い 処理  

委任  

第 条 こ 条例 定 ほ 対策本部 組織及び運営 関 必

要 事項 本部長 定  

△△△附△則 

△こ 条例 法 施行 日又 こ 条例 公 日 い 遅い日

施行  


